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『年金と経済 2013.10,VoL.32 №3』（公益財団法人年金シニアプラン総合研究機構発刊） 

 

「海外の企業年金および個人退職勘定制度からの示唆」 
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わが国の公的年金が、国民の老後生活に大きな役割を果たしている事は言うまでもない。

しかし、少子高齢化の進展を背景に公的年金では給付適正化と支給開始年齢の引き上げが

行われ公的年金の機能が縮小していく中、公的年金を補完するような私的年金のあり方を

考える必要がある。高齢化が早くから進む諸外国では、公的年金の財政負担を縮小させる

ため、いち早く社会保障制度の見直しを進め、公的年金の機能を一部私的年金で代替する

政策が進められている。本稿では、これら私的年金を推進しているイギリス、ドイツ、フ

ランス、アメリカにおける企業年金と個人退職勘定制度について概観する。 
人口減少局面に入ったわが国においては、私的年金による公的年金の補完は緊急を要す

る課題と言える。わが国でも公的年金を補完する私的年金の推進について、税制優遇のあ

り方を含め検討する必要がある。 



- 2 - 
 

１． 諸外国における年金基金の資産規模 

 OECD加盟 34 カ国1の年金基金の資産規模は合計 20.1 兆ドル（2011）となっており、そ

の約半分の 52%をアメリカが占めており約 10.6 兆ドルとなっている。次いでイギリスが 2.1
兆ドルで約 11％を占め、日本は第 3 位の 1.5 兆ドルの約 7％となっている。この上位 3 カ国

で全体の 7 割を占めている状況である。なお、これ以外の国でも年金基金の資産は増加傾向

にあり、オーストラリアでは 2001 年から 2011 年で約 5 倍、オランダやカナダでは約 3 倍

の資産増加となっている2。年金基金の資産規模はその国の社会保障制度における公的年金の

規模と私的年金の位置づけによる社会政策や私的年金の発足からの経過年数、さらにその国

の人口規模や経済成長などの社会的経済的要因にも影響される。アメリカやカナダでは公的

年金の保障を小さくし、公的年金の役割を私的年金で代替し私的年金の保障を大きくする政

策が採られて来ている。イギリスやドイツなど元々は公的年金による社会保障の比重が比較

的に大きかった国でも、高齢化の進展による財政負担の懸念から公的年金の機能を縮小し、

その代替策として税の優遇による私的年金を推進する政策が進められて来た。また、ドイツ

の年金基金の総資産額はオランダやスイスのそれよりも小さいが、これはドイツの企業年金

においては、内部留保型の引当金制度が普及しているためである。 
 本稿では、年金基金の資産規模が大きい、アメリカ、イギリスと早くから高齢化の進展に

よる社会保障政策の中で私的年金を推進してきたドイツ、フランスの私的年金（企業年金お

よび個人年金）について概観する。なお、本稿における意見等については筆者の個人的見解

であり、所属する組織のものではないことを申し添える。 
 

〔図表 1〕 OECD 加盟国の年金基金資産額（2011） 

 
出所：佐川あぐり（2012）『公的から私的へ～世界で拡大する年金基金』大和総研より筆者作成 

（http://www.dir.co.jp/souken/research/report/capital-mkt/12110602capital-mkt.pdf,2013.7.3）． 

                                                   
1 1961 年 9 月に米国及びカナダが加わり OECD（経済協力開発機構）が発足。日本は 1964 年に OECD に

加盟。現在、EU 加盟国 21 か国（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、ルク

センブルク、フィンランド、スウェーデン、オーストリア、デンマーク、スペイン、ポルトガル、ギリシ

ャ、アイルランド、チェコ、ハンガリー、ポーランド、スロヴァキア、エストニア、スロベニア）及びそ

の他 13 か国（日本、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、スイス、

ノルウェー、アイスランド、トルコ、韓国、チリ、イスラエル）が加盟。 
経済産業省（http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/oecd/html,2013.7.3）． 

2 佐川あぐり（2012）『公的から私的へ～世界で拡大する年金基金』大和総研 
（http://www.dir.co.jp/souken/research/report/capital-mkt/12110602capital-mkt.pdf,2013.7.3）． 
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２． イギリス 

2.1 公的年金制度 
イギリスの年金制度の特徴は、私的年金に加入した場合に公的年金の加入を除外する「適 

用除外（contract out）制度」が設けられていることである。公的年金は 1601 年のエリザベ

ス救貧法（Poor Law）3を基礎とし、「基礎年金」と「付加年金」から成る 2 階建制度である。

「基礎年金」は最低所得額以上の所得を有するイギリス居住者を対象（被用者、自営業者、

任意加入者）とし、「付加年金」は公務員を含め被用者が強制加入である。この「付加年金」

部分については、一定の要件を満たす私的年金（企業年金、個人年金）に加入する被用者は、

加入を免除する適用除外制度がある。現在、被用者の約 35%がこの適用除外制度を利用し、

中所得者層以上では私的年金による公的年金の一部代替が進んでいる。「付加年金」は、「国

家第二年金（S2P：State Second Pension）」4で、年収 4,524 ポンドから 34,840 ポンドの給

与を得る被用者が対象で所得代替率を 40％としている。基礎年金を満額受給するためには、

保険料拠出と保険料免除年数を合わせて 30 年、最低加入期間として満額期間の 25%（男性

11 年、女性 9.75 年）以上の加入期間が必要である。 
 
2.2 企業年金制度 
2.4.1 職域年金 

民間の被用者及び公務員等は任意で設立された「職域年金」に加入する。「報酬比例型（確

定給付）」「マネーパーチェス型（確定拠出）」「ハイブリッド型」の制度があり、給付建制度

が大半を占めるが、近年では確定拠出型が増加している。民間部門での適用率は約 40％弱で、

公的部門の適用率は 70％強となっている。税制上の優遇措置があり、事業主拠出金は全額損

金算入され、加入者拠出金は年間 3,600 ポンドまたは年間所得の 100%のいずれか高い方ま

でが所得控除となる。税制適格性を取得するために条件は、①加入 2 年以上で受給権付与す

ること、②5％以内での物価スライドを保障すること、③事業主拠出が必ず存在することで

ある。契約形態は、大規模な企業が年金基金を設立して信託設定によって年金資産を企業の

他の資産と分別管理する「信託型年金」と、小規模企業が保険会社と直接保険契約を締結し、

保険会社が資産の管理・運用・給付を行う「保険型年金」がある。また、職域年金改革のた

めのグリーンペーパー「簡素、安全、選択－退職に向けての労働と貯蓄」の行動として、企

業年金加入者・受給者の年金保護を強化する事及び事業主の負担を軽くして、事業主が従業

員に年金を提供しやすくすることを目標としている。 
 

                                                   
3 全国の教区ごとに救貧監督官を判事が任命。この救貧監督官に、家族による支援が得られない貧困者を救

済する義務を課す一方で、その財源確保のために、資産に対して地方税を課すことができる権限を与え、現

在の公的扶助の原型となった。背景としては、大航海時代の新大陸発見などにより世界貿易が発展し、商業

の一大変革をもたらした。商業革命は毛織物工場を刺激し、イギリスの農業地帯では農地を囲い込み、中の

農民を追い出して羊の牧場にしていった（いわゆる「囲い込み運動」）。その結果、追い出された農民たちは

都市へ流れ込み、無産者（貧民）が発生したためである。 
4 1978 年に付加年金として国家所得比例年金（SERPS：State Earning Related Pension））」が導入された

が、低中所得者に対して給付水準の底上げを図るため、SERPS を 2001 年度末で廃止し、2002 年に所得再

配分機能を強化した「国家第二年金（S2P：State Second Pension）」が導入された。 
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2.4.2 ステークホルダー年金（Stakeholder Pension） 
中所得者層に対する私的年金への加入を促進するために、国が 2002 年から民間金融機関

と協力して設立した確定拠出年金型の私的年金制度である。職域年金を実施していない 5 人

以上の従業員を雇用する雇用主に対してステークホルダー年金の実施が義務付けられている。

これは職域年金かステークホルダー年金のいずれかに加入させることを積極的に求め、私的

年金の促進を促すものである。職域年金は中小企業の被用者が加入できず、転職にも不利で

あったが、中所得者向けに少ない保険料で比較的手厚い給付を受けられるように設計され、

保険料の拠出中断や再開ができる。加入対象は被用者のみならず、自営業者や企業年金だけ

では不足する中所得者層の被用者も加入できる。拠出は被用者が行うが任意で事業主も拠出

できる。被用者が加入を希望した場合は事業主が給与から掛金を天引きし保険会社に支払う。

加入者が拠出した掛金は所得控除となる。年金額は拠出額と保険会社の運用実績により決定

する。60 歳から 65 歳の退職者が受給できるが、在職中であっても受取ることができる。①

運用手数料を 1.5%以下とすること、②最低保険料を月額 20 ポンド以下とすること、③同年

金を他年金に移転しても追加手数料は徴収されないことなどの利点がある。また、2004 年年

年金法により、職域年金の安全性と信頼性を高めるため「年金保護基金（PPF：Pension 
Protect Fund）」が創設され、2005 年には加入者保護を目的に、新たに職域年金の監査実施

を有する「年金監督庁（Pension Regulator）」が新設された。企業が意図的に積立水準を低

くしたり、年金制度の債務を逃れるために企業を解散させるというようなモラルハザードに

対して、積立不足の制度に対してはより多くの保険料を支払わせることとし、また実際の支

払いに関しては、年金額算定基礎給与に上限を設け、役員や上級職員には解散が不利となる

ように設定されている。 
 
2.3 個人年金制度 
2.4.1  適格個人年金 APP(Appropriate Personal Pension)  

1986 年社会保障法によって導入された制度で、1988 年 4 月に付加年金の適用除外が認め

られ、適用除外の対象となるものを適格個人年金という。被保険者が毎月あるいは一括で拠

出した保険料を、被保険者が選択した保険会社で運用する確定拠出型年金である。税制適格

性の条件は、①加入 2 年以上で受給権を付与すること、②5%以内での物価スライドを保障す

ること、③給付額が拠出期間比例型となることなどである。拠出時非課税、運用時非課税、

給付時課税のEET型制度であり、給付は 50 歳から 75 歳までの間で選択が可能であり、退職

時に積立金の 25%までは非課税で一時金として受け取ることができる。残額は終身年金で受

取ることとなるが、残額を年金原資として、保険会社が提供する終身年金を購入することと

なる。保険料を支払っていた保険会社以外の終身年金を購入することもでき、その時点で有

利と思われる商品を購入することが可能。契約者が受給開始前に死亡した場合は遺族一時金

が支払われ、受給開始後に死亡した場合は遺族に対して 1/2 の年金が支給される。拠出は毎

年変更可能で拠出額の上限は年収の 100％までで、一定割合まで税額控除される優遇措置が

ある。税制優遇適用の生涯退職貯蓄上限額（Life Allowance）が 180 万ポンド、年間上限額

（Annual Allowance）が 25.5 万ポンドで、拠出金算定の年間の上限所得は 99,000 ポンドで
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ある5。この枠内で個人の年間拠出限度額は、3,600 ポンドまたは所得の 100%の多い方の金

額までとなる。この税制優遇枠は所得以外の預金などから拠出することも可能であり、離職

して所得がない場合でも、所得が停止した年度または直近 5 年間の最高所得のいずれかを基

準に、所得がなくなった年から 6 年間は拠出することが可能である。 
 
2.4.2 国家雇用貯蓄信託 NEST(National Employment Saving Trust)  

低所得者層についての私的年金への加入が進まず、約 700 万人は将来必要とされるだけの

年金を受給できないという試算がなされ、老後に備えた個人の貯蓄不足が懸念されることか

ら、2004 年の年金改革により低所得者層の私的年金加入を促進するために新たな個人勘定年

金の導入が提言された。2008 年年金法により、職域年金の未加入者に対して自動的に加入と

なる確定拠出型の「国家雇用貯蓄信託（NEST：National Employment Saving Trust）」が

創設され、2012 年 10 月に導入された。非営利の信託機関により運営され、職域年金未加入

者の被用者を強制的に加入させることにより、低所得者の老後資金の積み立て促進を目的と

するものである。自動加入の仕組みは、職域年金に加入していない 22 歳以上で公的年金支

給開始年齢未満（男性 65 歳、女性 60 歳）の被用者かつ年間所得 5,035 ポンド以上の人が、

自動的に制度に加入し、任意で脱退「opt out（オプトアウト）」できる仕組みである。なお、

22歳未満および年間所得5,035ポンド以下の人については雇用主は強制加入させる義務はな

い。22 歳未満および年間所得 5,035 ポンド以下の人や自営業者は任意で加入することができ

る6。財源は被用者本人と事業主がそれぞれ税引き後所得（年間 5000～3 万 3500 ポンド）の

4%、3%を保険料として負担し、政府が減税措置の形で 1%を拠出することで被用者の個人口

座に拠出される。1%は国税当局から払い込まれる税金の還付分という形となる。なお、最低

拠出率 8%（2017 年 10 月以降）について、これを超えて事業主または被用者が任意に拠出

することも可能であるが、個人口座への年間拠出限度額 3,600 ポンドが設定されている7。 
税制優遇は税金を支払っている人だけが恩恵を受けるものではなく、税金を支払っていな

い人には税による補助金を支給する「給付付税額控除」としての仕組みがある。英国国税当

局(HMRC) 8によると、本人は一旦所得控除なしで税金を支払い、その後、本人分最低拠出額

（例えば 100 ポンド）に標準税率（20%）を乗じた額（この例で 20 ポンド）を国税当局に

請求して年金原資に繰り入れる仕組みとなり、本人拠出は 80 ポンドで済むということであ

る。税率が 20%よりも高い人は、控除しきれない分を確定申告により還付請求でき、実質的

な意味での所得控除となっている。運用収益は非課税であり、引き出しの際には積立額の 25%
までの一時金は無税で引き出しが可能だが、これ以外の引き出しには課税がなされる。限度額

                                                   
5 高橋正国(2005)「イギリスの私的年金税制」『ニッセイ基礎研 REPORTⅢ』2005 年 2 月号より筆者作成

（http://www.nli-research.co.jp/report/report/2005/02/li0502b, 2013.7.3） 
6 杉田浩治(2011)『自動加入方式を採用する英国の新個人年金制度』日本証券経済研究所: p.3 

(http://www.jsri.or.jp/web/topics/pdf/1001_01.pdf, 2012.3.23). 
7 野村亜紀子（2011）「諸外国における公的年金役割後退の対応策――中核を占める私的年金の活用」『資本

市場クォータリー』2011 年 春号 
(http://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2011/2011spr07web.pdf, 2012.3.23). 

8 HM Revenue & Customs (HMRC) 英国国税当局 
(http://www.hmrc.gov.uk/incometax/relief-pension.htm, 2012.3.23). 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88
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の範囲内で低所得者への拠出時補助金付きのEET型の課税形態である。今後、最大で 1000 万

人が年間 40 億～50 億ポンドを積み立てることにより、平均所得の 15%水準まで支給が確保さ

れると期待されている。 
 

2.3 公的年金と私的年金の関係 
イギリスの公的年金は租税を財源とする公的扶助として始まり、1908 年に制定された「老

齢年金制度（Old Age Pension）」も租税による無拠出制の年金制度であった。その後、財

政上等の理由から、1925 年に制定された「寡婦・孤児および老齢者拠出制年金法」により、

拠出制へと変更された。1946 年の「国民保険法」では、国内に居住する全ての人を対象とし、

給付水準については最低生活を保障する程度の基準とされ、「ナショナル・ミニマム原則」

が確立された。チャーチル内閣による「ベヴァリッジ報告」がなされ、均一額給付均一額拠

出という「ベヴァリッジ（Beveridge）」原則が確立された。しかし、その後の経済成長の

発展により社会的に適合が難しくなり、1961 年には「等差年金（GP：Graduated Pension 
Scheme）」が導入され、所得に応じた拠出と給付に変更された。1975 年の「社会保障法」

の制定により、1978 年には「国家基礎年金」と「付加年金」が導入され、ベヴァリッジ原則

から完全に脱することとなる。国民保険は当初租税を財源とし国庫負担があったが、サッチ

ャー政権が高齢化の進展による財政負担増加への懸念から 1989 年にこれを廃止し、現在の

財源は保険料 23.8%（被用者 12.0%、事業主 13.8%、2012 年）のみによって賄われており

国庫負担はない9。さらに、公的年金の機能を縮小し、私的年金を推進するため、2001 年「ス

テークホルダー年金」の導入、2012 年「国家雇用貯蓄信託（NEST）」の導入を進め、私的

年金の充実を図った。このように国家の役割を一部、私的年金に委ねることで、公的年金の

財政負担を対GDP比 5.7%（2009 年）と、世界的に見て低い水準に抑えている。イギリスで

は、早くから国家の役割を一部私的年金（企業年金、個人年金）に委ねる政策に転換し、80
年代からの公的年金のスリム化が進められてきたことによるものである。さらに近年その私

的年金に加入していない人への強制貯蓄制度「NEST」の適用を行うなど、国家が私的年金、

個人の自助努力に介入をすることにより、私的年金の充実を図り、国家の財政負担を小さくす

る政策が進められている。 
 
3 ドイツ 
3.1 公的年金制度 
ドイツの公的年金制度は 1889 年ビスマルクにより制定された「障害および老齢保険に関 

する法律」（障害・老齢保険法）が基礎となっており、社会保険方式による１階建ての報酬比

例制度で職業毎に分立した制度となっている。ドイツの公的年金の運営主体は国家ではなく

公法人であるドイツ年金保険組合が管理運営を行っている。被用者は月額 400 ユーロ以上の

者が強制加入となる。財源は事業主と加入者による保険料 19.9%（2012 年）で賄われており

（低所得者の本人負担免除あり）、保険料の不足分は国庫負担（一般財源、付加価値税、環境

                                                   
9 給付財源が不足する場合は給付に要する費用の 17%までの国庫補助を行う事ができる。 
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税）で充当され、財政方式は賦課方式（約 0.72 カ月分）である。一般被用者及び一定業種の

自営業者は強制加入であるが、それ以外の自営業者、専業主婦、無業者は任意加入である。

支給開始年齢は 65 歳で、65 歳前に受給する場合は 1 月当たり 0.3%減額され、65 歳以降に

受給する場合は 1 月当たり 0.5%増額され、65 歳以降の就労による年金減額はない。 
 

3.2 企業年金制度 
ドイツの企業年金制度は、19 世紀から企業の任意による退職後の所得保障として設立され

た。1974 年の「老齢企業年金改革法」制定により、受給権付与基準の規定や支払保証制度の

創設が行われた。2001 年の年金改革「企業年金改善法」では、退職年齢に達しなければ受給

権が付与されなかったが、事業主の故意の解雇による受給権の剥奪への対応として、受給権

付与基準の設定が行われ、5 年以上の加入期間を持つ者が 30 歳に達した後に退職した場合は

受給権を獲得することが規定された10。給付水準は公的年金と合わせて、退職時所得の 60～
65%が目標とされている。また、企業年金の実施は企業の任意とされ、労働者が企業年金の

実施を企業に強制することはできなかったが、労働者が企業に対して企業年金の実施を請求

できる「賃金転換請求権」が認められた。ドイツ連邦統計局の発表では、全被用者のうち

46.1％（1991 年）が企業年金に加入しており、給付設計については全体の 9 割以上が給付建

てを採用している11。ドイツでは、受給権保護の観点から支払保証制度が整備されており、「老

齢企業年金改革法」により創設された「年金保障協会（PSVaG）」により管理・運営が成さ

れている。企業年金のうち、「直接約定（引当金制度）」、「共済金庫（共済基金）」、「直接保険

（一定の場合）」、「年金基金」に対して強制的に適用され、保険料は「年金債務額×1.42％」

（2009 年）12であり、毎年支払保証の多寡により変動する。保証事由は企業年金が支払不能

の場合に適用され、保証水準は公的年金の標準報酬月額の 3 倍までが保証月額の上限である。

実施状況は、保証プラン数 454 プラン、新規受給者数 7,214 人、支払い保証額 248 百万ユー

ロである（2008 年）13。2009 年の世界的金融危機による倒産件数の増大により、支払保証

の保険料が急増したことを背景に、大企業を中心に支払保証保険料の急増対策として外部信

託の活用についての新たな試みが生まれている。 
 
(1)直接約定（引当金制度）（Direktzusage） 
ドイツの企業年金制度で最も一般的な形態であり、会計上の引当金を利用することにより

企業の内部に年金資産を積み立てる内部積立型制度である。事業主による拠出金は一定の要

件の下で全額損金に算入することができ、事業主は資産を自己の運転資金として自由に利用

できる。監督や規制から比較的自由であるが、支払保証制度への加入が必要である。 

                                                   
10 渡邊絹子 (2011)『老後保障の観点から見た企業年金の評価に関する研究』財団法人年金シニアプラン総

合研究機構編,2010 年度厚生労働科学研究費補助金総括研究報告書,補論 pp.23-26． 
11 企業年金連合会『企業年金に関する資料』（平成 22 年 12 月版）378 頁． 
12 企業年金連合会『企業年金に関する資料』（平成 22 年 12 月版）392 頁．保険料は 2008 年は 0.18%、2007

年は 0.3%であったが、2009 年に倒産プランが増加し 1.42%に大幅に引き上げられた。PSVaG の HP 資

料（www.psvag.de/pdf/entwicklung.pdf,2011.2.14）． 
13 PSVaG（2008）“Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit  Bericht uber das Geschaftsjahr    

2008″,14 頁）． 



- 8 - 
 

(2)共済金庫（共済基金制度）（Unterstutzungskasse） 
単独企業、複数の関連企業、多数の独立企業が社団法人又は有限会社形態の独立法人とし

て「共済金庫（共済基金）」を設立して、年金資産を積立てる外部積立型制度である。共済金

庫（共済基金）に対する年金受給者の法的請求権が認められていないことから、保険監督局

（BaFin）による監督に服さず、年金資産を事業主に融資することができるなど、事業主は

その資産を自由に利用できる点に特徴がある。一方、企業老齢年金改革法により厳しい規制

が課せられており、受給権保護の観点から支払保証制度への加入も義務付けられている。 
 
(3)直接保険（直接保険制度）（Direktversicherung） 
企業が生命保険会社との間で従業員を被保険者として生命保険契約を結ぶ制度である。年

金の支払いは保険会社により保証され、事業主に支給義務はない。保険会社は保険監督局

（BaFin）の監督を受ける。運用規制が厳しく保険監督法により安全で保守的な資産構成が

求められている。支払保証制度への加入は、原則不要とされる。但し、撤回権を留保して受

給権を付与している場合か、または撤回不能な受給権を付与したにもかかわらず、使用者が

当該保険契約に基づく給付請求権を担保提供、譲渡あるいは質権を設定した場合には支払保

証制度への加入が義務づけられている。 
 
(4)年金金庫（年金基金制度）（Pensionskasse） 
主に大企業が独立法人として年金金庫を設立して、年金資産を積立てる外部積み立て制度

である。この制度を利用できるのは、1,000 人以上の加入者がおり、資金量が豊かな企業に

限られている。支払保証制度への加入は不要。年金金庫は保険監督局により、給付設計等に

ついて監督を受ける。運用規制については厳しい規制が課せられている。 
 
(5)年金基金(ペンションファンド)（Pensionsfonds） 

2001 年年金改革法により、2002 年に導入された制度で、単独又は複数企業が年金ファン

ドを設立して、年金資産を積立てる外部積立型制度である。保険監督局の監督に服している

が、年金金庫等に比して年金資産の投資に関する自由度が高いため、受給権保護の観点から

支払保証制度への加入が義務付けられている。但し、保証保険料の基礎となる年金債務額は

20%に縮小される。 
 〔図表 2〕ドイツの企業年金制度 

 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ   Ⅳ Ⅴ(2001 年導入) 

直接約定 
（引当金制

度） 

共済金庫 
（共済基金） 

直接保険 年金金庫 年金基金 
(ﾍﾟﾝｼｮﾝﾌｧﾝﾄﾞ) 

（利用割合）14 （59％） （7％） （13％） （21％） （0.1％） 

①制度の概要 内部積立 外部積立 外部積立   

（保険契約） 外部積立 外部積立 

                                                   
14 厚生労働省第 2 回企業年金研究会（平成 18 年 11 月 6 日開催）資料,『ドイツにおける企業年金について』

2-3 頁． 
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②投資制限 

× 
運用規制はな

く、事業主は

社内積立金と

して資産を自

由に利用可能 

× 
運用規制はな

く、積立資産

は、全額事業主

に対して無担

保で貸付され

る 

○規制あり 
（安全・保守的な

運用が求められ

る。株式への投資

は 30%未満。事

業主への融資可） 

○厳しい規制 
（株式への投資

は 35%未満、事

業主へは担保が

あれば 10％まで

融資可） 

△ 
ほとんどなし 

（ユーロ圏以外

への投資は 30%
未満） 

④最低利回り

保証 × × ○ ○ × 

⑤保険監督局 
の監督 

× 
(注 1) 

× 
(注 1) ○ ○ ○ 

⑥支払保証制

度への加入 ○ ○ 

△ 
(事業主が保険契

約上の給付請求

権を譲渡・担保提

供した場合適用) 

× ○ 

⑦ﾘｰｽﾀｰ年金の

提供可否 × × ○ ○ ○ 

注 1：未積立債務の開示が必要。  
出所：渡邊絹子(2012)「ドイツの年金制度」『年金と経済』年金シニアプラン総合研究機構，31(1): pp.64, 
132-135 及び企業年金連合会編（2010）『企業年金に関する基礎資料』平成 22 年 12 月発行. 378-382 頁よ

り一部抜粋して筆者作成 
 
3.3 個人年金制度 
(1)リースター年金（Riester Rente） 

2001 年年金改革において公的年金の給付水準の引き下げが行われ、公的年金を補完する目

的で 2002 年 1 月に任意の個人積立勘定による補足的老後保障制度「リースター年金」が創

設された。加入対象者は公的年金の強制被保険者であり、任意加入者等は除外となっている。

社会保険料納付自営業者や主婦も加入可能であるが、リースター年金加入対象者の配偶者に

ついては、一定の要件の下で加入が認められており、所得がない配偶者は補助金を受け取る

ために年間 60 ユーロの保険料を支払う必要がある。リースター年金には個人年金方式以外

に、企業年金方式（前述の「直接保険」、「年金金庫」、「年金基金」）での加入が可能。加入者

の掛金に対して政府が補助金支給（基礎助成金及び児童助成金）または所得控除を行う。低

所得者や子供の人数が多いほど政府の補助が手厚くなり、低所得者には補助金支給、高所得

者には所得控除が自動的に行われる。リースター年金の所得控除限度額は公的年金の保険料

とは別枠に設けられており、控除上限額は補助金額を含めて前年所得の 4%または年間 2,100
ユーロのどちらか低い金額までである。リースター年金の国からの助成金は、加入者に対し

て支払われる「基本手当」と、子どもがいる世帯への「児童手当」の 2 種類がある。上限額

は「基本手当」が単身で 154 ユーロ、夫婦で 308 ユーロ、「児童手当」は子ども 1 人当たり

185 ユーロ（2008 年以降生まれの子どもは 300 ユーロ）である。さらに 25 歳未満の新規加

入者には、200 ユーロの一時金が追加で支払われる。なお、引き出し開始年齢については 60
歳であったが、2012 年より 62 歳に引き上げられた15。リースター年金の導入件数は 2011

                                                   
15 Doitu News Digest (2012) 28-Jun, 2012 

(http://www.newsdigest.de/newsde/features/3006-pension-system.html, 2012.6.28). 

http://www.newsdigest.de/newsde/features/3006-pension-system.html
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年で 1,500 万件となっている16。リースター年金には次の 3 つのプランがあり、加入者は自

ら商品を選択する。①私的年金保険プラン：最低保障利回り（現在 2.75％）が設定され、積

立と保険を合わせたもの。②銀行貯蓄プラン：確定利回りの預金でリスクは極めて少ないが

収益の増加も少ない。③投資貯蓄プラン：投資ファンドに投資し、最低利回りは保障されな

いが元本は保証される。リースター年金の商品として金融機関は連邦金融監督庁の認可を受

ける必要がある。①定期的（または任意の時期）に掛金が拠出されること、②年金は 60 歳

前又は公的年金支給開始前に支給されないこと、③元本保証がなされていること、④年金は

終身給付が保障されていること（但し、85 歳到達までの分割払いとする事は可能であるが、

その場合は支給開始時点で 85 歳以降の終身年金保険を購入すること）、⑤障害保障及び遺族

保障を付加できること（但し、遺族年金は本人に支給されるものより優遇されるものであっ

てはならない）、⑥保険料拠出の中断及び解約を認めること、⑦2006 年以降締結された老後

保障契約は性中立的な保険料率の設定がなされていること、⑧投資に関する情報提供（投資

方針、管理費用、運用機関変更に伴う費用等）が適切にわかりやすく提供されること、⑨老

後保障契約・積立金が差押えなどから保護されることである。 
 

(2)リュールップ年金（Rürup-Rente） 
リースター年金が主に被用者を対象にしているのに対し、その恩恵を受けられない自営業

者のために、2005 年 1 月に自営業者の退職後の貯蓄を推奨することを目的に、「リュールッ

プ年金」が創設された。リュールップ年金は、リースター年金と異なり政府による直接補助

金はなく、所得控除のみであり、控除限度額は公的年金と合せて単身で 2 万ユーロ、夫婦で

4 万ユーロ17である。リュールップ年金には拠出額の上限はなく、引き出し開始年齢につい

てはリースター年金と同じく 62 歳である18。リュールップ年金の認可条件は次の 4 項目であ

る。①62 歳支給とすること、②終身給付が保障されていること（保険会社と締結）、③保険

料の支払い方法の変更を可能とすること（月払い、年払い）、④年金請求権は、相続、譲渡、

担保設定、一時金換金不可とすること。 
 
3.4 公的年金と私的年金の関係 
ドイツでは、合計特殊出生率が 1960 年代の 2.5 から低下し、1995 年には 1.31 まで低下

したが、その後は回復し 1.36（2009 年）19となっている。高齢化率は 20.4％（2010 年）で

ある20。高齢化の進展に対する財政負担軽減のため、2001 年年金改革法により企業年金を含

めた給付水準を所得代替率で 70%から 67%へ段階的に引き下げることとするとともに、保険

                                                   
16 渡邊絹子 (2012)「ドイツの年金制度」『年金と経済』31(1): pp.132-135． 
17 小松原章・中嶋邦夫(2006b)「私的年金が強化されるドイツ年金制度」『ニッセイ基礎研 REPORT』 2006
年 12 月号(http://www.nli-research.co.jp/report/report, 2012.3.23). 

18 Doitu News Digest (2012) 28-Jun, 2012. 
(http://www.newsdigest.de/newsde/features/3006-pension-system.html, 2013.2.8). 

19 内閣府『平成 23 年版子ども子育て白書』第 2 章「出生率等の状況」 
（http://www8.cao.go.jp/shoushi/whitepaper/w-2011/23webhonpen/html/b1_s2-1-3.html,2013.7.3）． 

20 厚生労働省（2012）『平成 24 年版高齢社会白書』第 1 章 p.13 
 （http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2012/zenbun/pdf/1s1s_5.pdf,2013.7.2)． 
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料を 2020 年までに 20%以下、2030 年で 22%以下に抑制されることとした。このような公

的年金水準の引き下げに伴い、公的年金を補完するため、年金基金制度の導入や「リースタ

ー年金」「リュールップ年金」を導入するなど、企業年金や個人年金を公的年金の補完として

位置付けている。ドイツでは財政負担への懸念から公的年金の水準を引き下げると伴に、国

の助成（補助金の支給と所得控除）を充実させ、私的年金の推進による補完政策を強く推し

進めている。 
 
4 フランス 
4.1 公的年金制度（法定基礎年金と補足制度） 

17 世紀に船員のための年金制度が創設され、その後、公務員、農業労働者等の年金制度が

職域単位で設立された。フランスの公的年金は 1930 年に成立した社会保障法が基礎となっ

ており、職域単位に分立した体系となっている。フランスの社会保障は、1945 年のラロック

プラン21を基本理念とし、国家ではなく自律的な社会保障制度を基本としている22。年金制

度は大きく 3 つの階層で構成されており、公的年金として強制加入である 1 階部分の「法定

基礎年金」、2 階部分の「補足制度」、私的年金で任意加入である 3 階部分の「上乗せ退職年

金制度」である。フランスの年金制度は、どれも管理運営主体が国家ではなく金庫（行政的

公施設または私法人）や基金で、2 階部分の補足制度についても私的組織が管理運営する形

態となっている。補足制度は企業内福利厚生として労使間の協約に基づき強制ではなく税制

優遇により発展してきたものであるが、1972 年には一般制度・農業共済組合に加入している

全ての被用者に補足制度への加入が義務づけられ、2003 年年金改革で商業自営業者のための

強制的補足制度が創設され、現在では多くの就労者に加入が義務づけられている23。法定基

礎年金と同様、賦課方式で運営されている。 
 

4.2 企業年金制度 
フランスでは従来から個別企業で公的年金を補完する上乗せ年金制度が存在したが、1992

年の欧州連合指令「被用者に対する補足的社会保護および欧州連合理事会 1992.6.18 指令」

により法的な位置付けが与えられた。 
(1) 確定給付型企業年金 

実施企業の従業員は強制加入となり、一般租税法典 39 条に根拠を有することから「39 条

制度」と呼ばれる。労働協約・労使協定の締結により制度の内容を定めた協定や規約などが

制定される。事業主が直接実施する内部積立型と、保険会社、共済組合、福利厚生団体など

と事業主が保険契約を締結して実施する外部積立型がある。拠出は全額事業主負担で、事業

主掛金は、全額上限なく社会保険料、CSG（社会一般化拠出金）、CRDS（社会保障負債返済

                                                   
21 ラロックプランとは、1945 年フランスの社会保障制度の統一を図るために社会保障局長官ラロック

（Pierre Laroque）が策定した社会保障計画で、社会保障制度はすべての国民を対象とした平等原則とし

た。イギリスのベヴァリッジ（Beveridge）報告と並び，近代的な社会保障体系の基礎とされている。 
22 加藤智章（1995 年）『医療保険と年金保険－フランス社会保障制度における自律と平等－』北海道大学図

書刊行会 pp.i-ⅳ． 
23 嵩さやか (2006）『年金制度と国家の役割－英仏の比較法的研究』東京大学出版会 pp.298-309． 
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拠出金）の算定基準から控除される。給付は退職時に受給権を取得する終身年金であるが、

この年金を受給するには退職時に企業に在籍していることが条件となっており、中途退職者

には受給権はなくポータビリティもない。 
 
(2) 確定拠出型企業年金 

実施企業の従業員は強制加入となり、一般租税法典 83 条に根拠を有する「83 条制度」と、

事業主が実施する制度に任意で加入する一般租税法典 82 条に根拠を有する「82 条制度」が

ある。3 つの種類があり、①掛金を原資とし退職時まで引き出しのできない貯金型、②掛金

の支払い毎に一定額の受給権を即時に取得するが退職時まで請求できない終身年金型、③掛

金の支払い毎にポイントによる受給権を取得し退職時に計算されるポイント獲得型がある。

財源は事業主が掛金を負担するが、従業員が負担することも認められている。事業主掛金は

社会保険料の算定基準から控除される。ただし、控除額は社会保障上限賃金額（年額）の 5％、

あるいは社会保険料の基準となる報酬の 5％のいずれか高い金額が限度とされる。被用者掛

金も社会保障上限賃金額（年額）の 10％、あるいは社会保障上限賃金額（年額）の 8 倍まで

の所得の 10％のいずれか高い金額を限度として所得控除ができる。給付は退職時に終身年金

としてが給付されるが、各人の口座の貯蓄額を基に退職時の平均余命と予定利率を勘案した

変換率で算出される。中途退職者にも受給権が付与され、新しい企業に資産を移換（ポータ

ビリティ）することも可能である。 
 
 (3) 企業貯金計画（PEE） 

フランスでは近年、従業員が退職後のために貯金することが推進され、企業が設置し従業

員が自由に加入できる「企業貯金計画(PEE)」「集団的退職貯金計画(PERCO)」「企業退職貯

金計画(PERE)」「個人退職貯金計画(PERP)」などがある。「企業貯金計画(PEE)」は 1967
年に創設され、5 年間引き出し不可の短期の貯金プランであり、従業員は年間所得の 25%ま

でを拠出することができる。 
 

(4)集団的退職貯金計画（PERCO） 
「集団的退職貯金計画(PERCO)」は、2001 年に 10 年間引き出し不可の「任意的給与貯金

労使計画(PPESV)」として創設され、2003 年に退職時まで引き出し不可の「退職のための

任意的給与貯金労使計画(PPESVR)」に改組され、さらに 2004 年財政法により「集団的退

職貯金計画(PERCO)」と改名された。この改正は、2003 年年金改革の柱の一つである「各

人が十分な年金を自ら構築できるように現役労働者に自由と柔軟性を付与すること」として、

公的年金を補うための貯蓄努力として目指したものである。2007 年 12 月時点で、加入者数

は約 33.4 万人で、資産は約 14 億ユーロ（1 ユーロ 110 円で約 1540 億円）となっている。「集

団的退職貯金計画(PERCO)」の加入対象者は「企業貯金計画(PEE)」が利用できる従業員な

らば任意で加入することができる。元従業員も継続加入できるが、その場合は事業主の費用

負担はない。確定拠出型の制度で加入者は年間純収入（税込収入）の 25%まで拠出をするこ

とができ、「企業貯金計画(PEE)」からの資産移換も可能。事業主は、従業員拠出額の 3 倍以
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内かつ年間 4,600 ユーロ（約 50.6 万円）以下までの追加の任意拠出ができ、口座管理費も事

業主が負担し、事業主拠出は法人税の課税所得から控除される。リスク分散のため、事業主

は異なる運用方法を 3 つ以上加入者に提示する義務がある。退職時まで引き出しはできない

が、居住用住宅の購入、失業、家族の病気や死亡などの特別の要件について早期引き出しが

可能。また、2010 年年金改革において配偶者の死亡、加入者の債務超過が新たに認められた。

給付は終身年金または終身年金と一時金から選択ができ、年金受給は、資産を保険会社、共

済組合、福利厚生団体のいずれかに移転する方式である24。 
 

〔図表 3〕フランスの企業年金制度 

(８３条） (８２条） ＰＥＲＣＯ ＰＥＲＥ

運営主体 内部あるいは外部 外部 外部 外部 外部

加入要件
制度対象の被用者
であること

制度対象の被用者
であること（強制加
入）

制度対象の被用者
であり、かつ加入
の意思があること
（任意加入）

実施企業の被用者で
あること

制度対象の被用者
であること

実施方法
労使協定、意見聴
取、使用者の一方
的決定

労使協定、意見聴
取、使用者の一方
的決定

－
企業あるいは部門の
労使協定による

労使協定、意見聴
取、使用者の一方
的決定

財　源 ・事業主拠出
・事業主拠出
・場合により被用
者拠出

・事業主拠出
・場合により被用
者拠出

・個人の任意拠出
・場合により事業主拠
出

・事業主拠出
・場合により被用者
拠出または被用者
による任意拠出

拠出限度 加入時に取り決め 額面賃金の８％ なし

・被用者：年間所得の
２５％
・事業主：被用者の拠
出の３倍、社会保障上
限賃金額の１６％

額面賃金の８％

拠出金 事業主拠出は免税

事業主拠出、被用
者拠出は課税所得
から控除（上限あ
り）

一部の契約を除き
税制優遇なし

事業主拠出は保険料
算定基準から控除

事業主拠出、被用
者拠出は課税所得
から控除（上限あり）

給付形態 終身年金 終身年金
終身年金
一時金

終身年金
一時金

終身年金

給付金 所得税の対象 所得税の対象
年金・一時金とも
所得税の対象

年金払いは引き下げら
れた税率で所得税の
対象

所得税の対象

ポータビリ
ティー

なし 場合による 場合による あり
あり（但しポイント制
を除く）

項　目
確定給付型
（３９条）

確定拠出型 退職貯金制度

 
出所：嵩さやか (2011)『老後保障の観点から見た企業年金の評価に関する研究』財団法人年金シニアプラン

総合研究機構編,2010 年度厚生労働科学研究費補助金総括研究報告書,補論 pp.35．より抜粋して筆者作成。 

                                                   
24 嵩さやか(2011)「フランスの企業年金制度」『老後保障の観点から見た企業年金の評価に関する研究 総括

研究報告書』財団法人年金シニアプラン総合研究機構． 
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4.3 個人年金制度 
(1)個人退職貯金計画（PERP） 

「個人退職貯金計画(PERP)」は、前述の「企業貯金計画(PEE)」や「集団的退職貯金計画

(PERCO)」がない人に対して、職業に関わらず全ての人（退職者を除く）が加入できるもの

として創設された。加入したい者は銀行や保険会社に申し込みを行うが、取り扱いの金融機

関によって申し込み時の一時金や月々の掛け金の最低取扱金額、管理手数料や運用利率など

の条件が異なる。積み立てた資産は年金受給前に払い出せないが、途中で取扱い金融機関を

変更して資産を移換することも可能（移換手数料は必要）。企業拠出はないが、加入者拠出は

年間給与の 10%または 2 万 4854 ユーロまで所得税の課税所得から控除される（所得税申告

の際に所得から控除）。 
 
4.4 公的年金と私的年金の関係 
高齢化の進展に伴い増加する社会保障財源に対して、1991 年に新たな社会保障目的税とし

て「一般社会拠出金（CSG）」が導入された（現在の税率 3.4%）。さらに、1995 年には社会

保障制度の債務が累積したため、債務を 10 年以上かけて返済するための目的税「社会保障

債務償還拠出金（CRDS）25」が導入された。さらに、2003 年年金改革以降、公的年金を補

完する目的で「集団的退職貯金計画(PERCO)」や「個人退職貯金計画(PERP)」などの導入

促進が積極的に行われてきた。しかし、年金制度全体における退職貯金制度の割合は依然と

して小さく、2009 年では全年金給付額の 2.5%、全保険料拠出の 5.3%を占めるに留まってい

る。フランスでは税制優遇措置を受けるには、これら私的年金も原則終身年金であることが

必要とされており、これは私的年金を公的年金の補完として位置づけられているためでもあ

る。諸外国と同様に高齢化が進展するフランスでは、賦課方式の公的年金制度を補完するた

め、積立方式による私的年金を税制上、社会保障上の優遇措置により推進している。 
 
5 アメリカ 
5.1 公的年金制度 
アメリカの公的年金制度（社会保障年金）は、1935 年の社会保障法を基礎とする。アメリ 

カの社会保障制度は自己責任を原則とし、ヨーロッパにおける社会保障とは異なる考え方で

発展し、老後所得保障は公的年金だけで賄うのではなく、企業年金や個人の貯蓄によって補

完されるべきものであるとされた。65 歳以上の収入に占める社会保障年金の割合は 39.5%
で26、それ以外を私的年金等（私的年金 19.7%、資産収入 11.8%）で補っている状況である。

アメリカの年金制度は、①公的年金制度（社会保障年金）、②企業が任意で提供する企業年金、

③個人の自助努力としての個人年金、の 3 階層からなる。公的年金は１階建ての制度で一定

の所得のある被用者と自営業者の大半が加入する「連邦社会保障制度（OASDI：Old 
                                                   
25 社会保障債務については社会債務償還拠出金（CRDS）を創設しその償還財源に充てることで処理が行わ

れている。税率は所得の 0.5%。伊奈川秀和（2006）『フランスの社会保障財政改革』財務省財務総合政策

研究所「フィナンシャル・レビュー」September 2006,pp.101-102． 
26 EBRI Databook Employee Benefits（Chapter 7.1b） 
（http://www.ebri.org/publications/books,2013.8.13）． 
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age,Survivorship,Disability,Insurance）」と、それ以外に「州および地方職員退職制度」「鉄

道職員退職制度」「旧連邦職員退職制度」に分立している。OASDIは、アメリカに居住する

就労者は強制加入となり、民間企業のサラリーマンの他、連邦政府職員（1984 年以降の採用

者）、年収 400 ドル以上の自営業者等の全職域の約 94％をカバーする制度となっている27。

財源は加入者の保険料により賄われ国庫負担はない。1974 年に「従業員引退所得保障法

（ERISA：Employee Retirement Income Security Act）」が成立し、「年金受給権の保護」

「公正な制度設計」「年金運営の責任」が確立した。 
 
5.2 企業年金 
企業年金は 20 世紀初頭に鉄道業、運輸業、鉄鋼業などにおいて創設された。大恐慌期に

一時衰退したが、1940 年代以降、国の税制優遇政策や組合運動により拡大した。当初の企業

年金は規制が緩やかで使用者の恩恵性・恣意性が強く、受給権やプラン資産の安全面が不十

分であったことから、1974 年にERISA法（従業員退職所得保障法）が制定された。企業年

金には大きく分けて給付建て制度（DBプラン）と拠出建て制度（DCプラン）とがあり、近

年ではDBプラン・DCプラン双方の特徴を組み込んだハイブリッド型プランも増えている。

企業年金の加入者数は 9,060 万人で加入率は 48％である（2010 年）28。就業形態別にみる

と、フルタイム及び 1 年労働従業員で 54.8％であるのに対し、パートタイム及び部分労働従

業員は 12.9％29で、企業年金加入者は大企業の正社員が中心となっており、アメリカの企業

年金は中高所得者層における老後所得保障機能の意味合いが強い。公的年金と企業年金を合

わせた所得代替率は従前所得の 60～70％を目標給付水準としている30。2006 年に企業年金

の財政基盤強化を目的とした年金保護法が成立し、DBプランにおける年金資産・債務の評価

方法の厳格化や積立水準の強化、積立率の低いプランに対する給付増額・一時金支払いの制

限等が定められた。また、DCプランについては、若年従業員や低所得従業員に十分広まって

いないことや投資教育が不十分であるといったことを踏まえ、従業員自動加入制度31、証券

会社や生命保険会社など商品提供機関からの運用アドバイスの合法化がなされた。 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
27 貧困層（別途「所得保障補助金（SSI）」制度が存在する）や鉄道職員、退役軍人等は別の制度に加入す

る。また給付設計も一応報酬比例になっているなど（後述）、わが国の基礎年金とは異なる面もある。 
28 鈴木義和（2013）『アメリカにおける老後の生活設計と退職行動（１）』企業年金連合会「企業年金」2013.8
第 32 巻 8 号 pp36-39． 
29 EBRI（2009a）, p31. 
30 企業年金連合会（2012）『新しい企業年金基礎資料』p390。 
31 拠出額変更権を認めているなど、労働省が適切と判断した DC プランについては、従業員が特に加入を拒

否しない限り自動的に加入するというオプトアウト方式への変更を認めるというものである。 
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〔図表 4〕アメリカの企業年金制度 

確定給付型 

（ＤＢ） 

・定額方式、報酬対応定率方式、勤務年数比例定額・定率方式 

・キャッシュ・バランス・プラン 

・年金持分プラン 

・フロア・オフセット・プラン 

確定拠出型 

（ＤＣ） 

・年齢加重利益分配プラン 

・ニュー・コンパラビリティー利益分配プラン 

・目標給付（ターゲット・ベネフィット）プラン 

・マネー・パーチェス・プラン 

・利益分配プラン 

・株式賞与プラン 

・節約貯蓄プラン 

・従業員持分プラン（ＥＳＯＰ） 

出所：企業年金連合会『新しい企業年金に関する基礎資料』（2012 年 12 月）388 頁より筆者作成 

 
5.3 個人年金制度 
(1) 個人退職勘定制度（IRA ：Individual Retirement Account） 

米国のIRAは、1974 年に制定された「従業員退職所得保障法（ERISA）」により、国民が

自助努力により資産形成をすることを支援する目的で創設された。企業年金等でカバーされ

ない自営業者あるいは小規模被用者に対して税制上の優遇措置として税制優遇のある退職貯

蓄口座を提供するとともに、401k等の口座保有者の転職などに際しての資産の受け皿を提供

するものであった。1981 年の税制改正では、企業年金制度に加入している人も含めて、全て

の被用者（公務員も含む）に対象が拡大された。401kプランと同様に一定額まで税制優遇に

よる所得控除が認められる。当初の年間非課税拠出枠は 1,500 ドルから徐々に引き上げられ、

2013 年には 5,500 ドルに拡大され、配偶者と共同申告する場合の非課税拠出枠については配

偶者枠が追加され、さらに 50 歳以上向けのキャッチアップ拠出としてプラス 1,000 ドルが

追加された。これにより現在の拠出枠は 50 歳以上の単身で 6,500 ドル、夫婦合算で$13,000
に拡大されている32。但し、企業年金に加入している場合は、AGI（Adjusted Gross Income）
が一定額以上になると段階的に減少する33。加入者は金融商品の中から選択・運用し、運用

益は引出し時（60 歳で引出し可）まで課税が繰り延べられる。拠出は定期的でも随時でも可

能である。支給開始は 59.5 歳から 70.5 歳であるが、59.5 歳前で引き出した場合には 10%の

ペナルティ課税が行われる。401kプランに加入している従業員が仕事をやめた場合は、資金

をIRA口座に移換することも可能。通常は従業員が転職の際に給付金を受給した場合は所得

として課税されるが、IRAへ 60 日以内に移換した場合は課税されない。    
IRAには、拠出時非課税、運用時非課税、給付時課税（EET型）の、①「Traditional IRA」

の他に、1997年の納税者救済法で新設された、拠出時課税、運用時非課税、給付時非課税（TEE
型）（最初の拠出から 5 年経過必要）の②「Roth IRA」がある。Traditional IRAからRoth IRA

                                                   
32 米国内国歳入庁（IRS）Publication 590 (2012), Individual Retirement Arrangements (IRAs) 
(http://www.irs.gov/publications/p590/index.html,2013.1.11)．  
33 (http://www.wakanacpa.com/TaxWebSite/NeedUpdate/Deduction1.htm,2013.1.7) 
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への転換も可能だが、転換金額に対しては所得税が課税される。また、他の退職プランから

の「ロールオーバー（資金移換）」が可能である。この他に中小企業従業員を対象とする、④

「SEP(Simplified Employee Pension)IRA：簡易従業員年金制度」、⑤「SIMPLE(Saving 
Incentive Match Plan for Employees)IRA」がある。「SEP IRA」は 1978 年に内国歳入法

408 条k項により創設された制度（Section 408k PlanまたはEmployer-suponsored Planとも

呼ばれている）であり、事業主が従業員名義のIRA口座へ拠出を行い、従業員は拠出ができ

ない。対象者は 21 歳以上で年間 450 ドル（550 ドル）以上の収入がある自営業者、事業主

及び中小企業従業員である。年間の企業拠出の上限額は、企業の給与総額の 25%で、最大

51,000 ドルまでとなっている。拠出は毎月でも随時でも可能である34。「SIMPLE IRA」は、

1996 年「中小ビジネス職業保護法（SBJPA）」により設立され、従業員 100 名以下で他に企

業年金がない中小企業で導入ができ、事業主と従業員の双方で拠出ができる制度である。対

象者は 21 歳以上で年間 550 ドル以上の収入がある自営業者、事業主及び中小企業従業員で

ある。従業員の拠出は年間 1 万ドルまでで、企業は給与の 3%または 5,000 ドルまでのマッ

チング拠出か、従業員拠出の有無に関わらず給与の 2%までの拠出が可能。従業員は 12,000
ドル(2013 年)までの拠出が可能で、50 歳以上の場合には 2,500 ドルの上乗せ(キャッチアッ

プ)拠出が可能である35。米国投信信託協会（ICI）の「US.Retirement System Market 2012」36

によると、米国の職域年金とIRA・DCプラン・個人年金保険等の退職資産の内訳を見ると、

IRAが全体の 27%を占め、DCプラン 26%、DBプラン 13%、州地方自治体退職年金 17%、

連邦政府退職年金 8%、個人年金保険 9%の割合となっており、IRAの資産残高の割合が近年

高まっている。IRAの資産残高は、2002 年にDCプラン（401k,403b,457 含む）37の残高を

上回り、2012 年第 3QでDCプラン 5.0 兆ドルに対して 5.3 兆ドルに達している。IRAの 2012
年の資産残高内訳は、「Traditional IRA」（ロールオーバー含む）が 4.3 兆ドルでIRA全体の

88%を占め、「Roth IRA」（ロールオーバー含む）が 270 億ドル 6%、「SEP IRA」が 261 億

ドル 5%、「SIMPLE IRA」が 65 億ドル 1%の割合である。 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
34 IRS 内国歳入庁(http://www.irs.gov/Retirement-Plans/Choosing-a-Retirement-Plan:-SEP,2013.3.15) 
35 IRS 内国歳入庁 

(http://www.irs.gov/Retirement-Plans/Choosing-a-Retirement-Plan-SIMPLE-IRA-Plan) 
(http://www.irs.gov/Retirement-Plans/Retirement-Plans-for-Self-Employed-People,2013.3.15)  

36 ICI（米国投資信託協会）(2012) ”The U.S. Retirement Market, Third Quarter 2012” 
(http://www.ici.org/research/retirement, 2013.1.11)． 

37 401k は企業従業員向け、403b は非営利団体、公立学校、病院等の従業員、457 は州政府・郡・市の職員

向けの退職年金制度である。 
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〔図表 5〕米国の職域年金および IRA・DC プランの資産残高推移(1989-2012) 

 
出所：ICI (2012) ”The U.S. Retirement Market, Third Quarter 2012: U.S.Total Retirement Market 

Assets (Table 1)”より筆者作成 
 

〔図表 6〕退職資産の残高割合（2012）   〔図表 7〕IRA の資産残高割合（2012） 

  
出所：ICI (2012) ”The U.S. Retirement Market, Third Quarter 2012: U.S.Total Retirement Market 

Assets (Table 1)”, IRA Assets by Type of IRA (Table 7)” より筆者作成 
 

(2) Keogh Plans（自営業者退職制度） 
Keogh Plan（キオプラン）は、企業の従業員にしか認められていなかった退職給付制度へ

の税制優遇措置をそれ以外の人々にも広げる目的で 1963 年に創設された。米国内国歳入法

401 条(c)項に規定され、小規模事業主と自営業者およびそれらの従業員を対象とした制度で

ある。確定拠出型と確定給付型の制度設計が認められている。拠出時非課税、運用時非課税、

給付時課税の EET 型の制度で、確定拠出型は年間 49,000 ドルまたは年間所得の 100%のい

ずれか低い額まで非課税で拠出ができる。確定給付型は年間 195,000 ドルまたは連続 3 年間

の年間所得で最も高い給与の平均年額の 100%のいずれか低い額まで拠出できる。従業員は

この非課税分に加えて年間所得の 10%まで拠出できるが、所得控除の対象とはならない。給

付時は従業員の追加拠出分を控除した残額に課税がなされる。支給開始は 59.5 歳から 70.5
歳までの間で可能であるが、それ以前の引き出しには IRA と同様に 10%の課税が行われる。 
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5 わが国への示唆 
高齢化による財政負担への懸念から、公的年金の機能を縮小し、公的年金の機能を一部私

的年金で代替する諸外国の状況を概観してきた。イギリスでは、早くから公的年金の機能を

一部私的年金で代替する施策に転換し、1978 年には国家の役割を縮小させるため、公的年金

の「付加年金」を私的年金で代替する適用除外制度の導入。1989 年にサッチャー政権による

財政負担削減のための国庫負担の廃止。さらに、公的年金を私的年金へ代替するため、2001
年に個人年金である「ステークホルダー年金」の導入。2012 年に「国家雇用貯蓄信託（NEST）」
の導入を実施してきた。国家が私的年金、個人の自助努力に介入することで私的年金の充実を

図り、国家の財政負担を小さくする政策が取られてきた。これにより公的年金の財政負担を小

さくし、対 GDP 比 5.7%（2009 年）と世界的に見て低い水準に抑えている。ドイツでも高

齢化の進展に対して 2001 年の公的年金改革により、給付水準の引き下げ（所得代替率の 70％
から 67％への引き下げ）と保険料の見直し（2020 年までに 20%以下、2030 年時点で 22%
以下に抑制）が行われ、2007 年の「年金保険退職年齢調整法」では、公的年金の支給開始年

齢が 2012 年～2029 年にかけて 65 歳から 67 歳に引き上げる。公的年金の給付水準の引き下

げに伴い、公的年金を補完するため新たな企業年金の「年金基金」導入や、国庫補助（国の

補助金及び所得控除）による新たな個人積立勘定制度の「リースター年金」「リュールップ年

金」を導入するなど、企業年金や個人年金を公的年金制度の補完として明確に位置付け、私

的年金に対する国の助成（補助金支給及び所得控除）を充実させ、私的年金の推進による補

完政策を推し進めている。 
フランスでも高齢化に伴い増加する社会保障財源に対して、1991 年に社会保障目的税「一

般社会拠出金（CSG）」の導入、1995 年には社会保障債務の目的税「社会保障債務償還拠出

金（CRDS）」が導入され、さらに、2010 年の年金改革により公的年金の支給開始年齢を 62
歳に引き上げる。年金の満額受給に必要な保険料納付期間も 2020 年に 41.5 年に引き上げ、

満額受給年齢も保険料納付期間の長さにかかわらず 67 歳からとなる。公的年金の機能を縮

小する施策を実施する代わりに、2003 年年金改革以降、公的年金を補完するため「集団的退

職貯金計画(PERCO)」や「個人退職貯金計画(PERP)」などの導入促進を積極的に進めてき

た。賦課方式の公的年金制度を補完するため、積立方式による私的年金の利用を税制優遇と

社会保障上の優遇措置により推進している。アメリカの社会保障制度は自己責任を基本とし、

公的年金の比率も小さいが、私的年金で公的年金を補完する方向性は同様である。1974 年に

導入されたIRAは、企業年金である 401kやDBプランよりも大きな存在となり、国民の老後

所得保障を支える制度に発展している。IRAの資産残高が伸びた理由は、他の企業年金など

からの資産移換（ロールオーバー）が大きく寄与していると考えられる。国庫負担はなく社

会保障税のみによるアメリカの公的年金は、イギリスと同様に国家の役割を私的年金に委ね

ることで、国の財政負担を小さくし、対GDP比 4.9%（2012 年）38と世界的に見て低い水準

に抑えている。 
全世界的に高齢化が進展していく中、EUの「一般雇用機会均等指令(2000 年 12 月施行)」

                                                   
38 Congressional Budget Office（2013）「Historical Budget Data-February 2013」（Table 5.：Mandatory 

Outlays Since 1973）（http://www.cbo.gov/publication/43904,2013.8.13）． 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88
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は、年齢、障害等に係る雇用・職業に関する一切の差別の原則禁止をEU各国に求めた（但

し、定年制は認められるなど例外規定も認められている39）。アメリカでは定年制が認められ

ていないが、イギリスでも 2006 年に企業が年齢を理由に労働者を差別することを禁ずるほ

か、65 歳未満の定年を定めた企業の社内既定を原則無効にする「年齢差別禁止法」が施行さ

れ、2011 年 4 月から 65 歳としている企業の定年制を廃止する方針を明らかにした。諸外国

では公的年金の機能を縮小するため、給付水準の引き下げと公的年金の支給開始年齢の引き

上げを実施している。イギリスの公的年金の支給開始年齢は男性 65 歳、女性 60 歳だが、女

性も 2016～2018 年にかけて 65 歳に引き上げられる。さらに 2007 年年金法により、2024
年～2046 年にかけて、男女共に 68 歳まで引き上げられる予定である。ドイツの支給開始年

齢は現在 65 歳であるが、2007 年の「年金保険退職年齢調整法」により、公的年金の支給開

始年齢が 2012 年～2029 年にかけて 65 歳から 67 歳に引き上げられる。フランスの支給開始

年齢は 60 歳であるが、2010 年の年金改革により 1951 年 7 月 1 日以降生まれの人は 60 歳 4
カ月から毎年 4 か月刻みで引き上げられ、1956 年以降生まれの人は 2018 年以降 62 歳まで

引き上げられる。また、年金の満額受給に必要な保険料納付期間も現在の 40.5 年から 2020
年に 41.5 年に引き上げられ40、満額受給年齢も保険料納付期間の長さにかかわらず 2 歳引き

上げられ 67 歳からとなる41。アメリカでも 1983 年改正法により、支給開始年齢が 2003 年

～2027 年までに 66 歳から 67 歳まで引き上げられることとなっている。 
わが国の公的年金制度が、国民の老後生活に大きな役割を果たしている事は言うまでもな

い。しかし、わが国の社会保障給付費は年々増加しており、財務省の平成 23 年度の社会保

障給付費は 107.8 兆円で、その中でも年金給付費は 53.6 兆円と社会保障費全体の約半分の

49.7%を占め、高齢化の進展による社会保障費の増大が今後のわが国の大きな課題となって

いる。わが国は既に人口構造の変化から人口減少局面に入っており、老後所得機能の第 1 の

柱（First Pillar）である公的年金は少子高齢化の進展から諸外国と同様にその機能は縮小せ

ざるを得ない状況である。さらに、公的年金の補完機能を果たすべき第2の柱（Second Pillar）
である企業年金も経済環境の低迷による企業業績や運用環境の悪化により、企業年金の実施

件数（承認件数）は H13 年度から H23 年度に約 75.6%ポイント減少、加入者数は 17.4%ポ

イント減少した。さらに厚生年金保険法改正により厚生年金基金の廃止方針が出された中、

公的年金を補完することが難しくなってきている。近年、経済環境の低迷や企業のグルーバ

ル化、就業形態の多様化などから、契約社員、派遣社員、パート・アルバイト社員などの非

正規雇用者が増えつつある。総務省統計局「平成 24 年就業構造基本調査結果の概要」によ

ると、雇用者数全体（役員を除く）5,354 万人のうち、非正規雇用者数は 2,042 万人で、そ

の割合は 38.2%まで増加している。公的年金の給付水準が低く企業年金もない非正規雇用者

                                                   
39 イギリス、ドイツ、フランスは定年制を認めているがアメリカは原則認めていない。厚生労働省（2007）
「(2005～2006)海外情勢報告」より。（http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kaigai/08/,2013.7.2）． 

（http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/special/work/14/item2.pdf,2013.7.2）． 
 
40 萩原 愛一（2010）「第二の人生は 62 歳から―公的年金制度改革」『国立国会図書館調査及び立法考査局』 
立法情報 2010 年 11 月（http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/pdf/02450205.pdf, 2013.7.3）． 

41 フランスでは満額拠出期間を得ることで最高支給率を得られるが、満額拠出期間を持たない人も支給開始

年齢を遅らせることで最高支給率を得られる。現在その年齢が 65 歳であるが 67 歳に引き上げられる。 
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に対する老後所得保障政策が急務となっている。 
このような状況下、公的年金と企業年金を補完する第 3 の柱（Third Pillar）として、個

人の自助努力による新たな老後所得保障機能が必要とされている。個人の自助努力を推進す

るためには、諸外国で実施しているような税制優遇等による国の支援策が不可欠である。諸

外国では所得控除だけではなく低所得者にも税の恩恵が受けられる直接補助（補助金または

給付付き税額控除）が実施されている。リースター年金が普及した背景は、所得控除と直接

補助を組み合わせることで、所得控除が受けられない低所得者層に対する補助金支給が大き

な効果を発揮している。また、子どもの人数によりその補助金額を上乗せする政策はわが国

での少子化対策にも繋がる。諸外国の年金制度に対する課題は、わが国と共通する点を多く

有しており、企業年金の支援策や個人年金の推進策はわが国への示唆となる。既に諸外国で

導入されている私的年金の推進策を参考に、わが国においても新たな個人退職勘定制度によ

る私的年金（日本版 IRA）の導入が必要ではないであろうか。公的年金を補完する私的年金

の新たな枠組みの構築と推進が必要である。公的年金による「自助の強制」と、私的年金に

よる「任意の自助」が必要な時代となってきている。 
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